
 

2018.4.1 

 

 

 

 

 

学位申請の手引き 
 

 

令和５年度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業医科大学大学院医学研究科 

医学専攻 

  

 

 

 

Ver 2 





2018.4.1 

.0  目 次 
 

１．産業医科大学大学院の概要 
 

1-1. 教育研究上の目的               ………………………… ０４ 

1-2. 学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）   ………………………… ０４ 

1-3. 学位論文審査基準     ………………………… ０４ 

1-4. 医学専攻の教育課程            ………………………… ０５ 

1-5. 医学専攻の構成            ………………………… ０５ 

 

 [付録 1]  医学研究科を構成する講座等   ………………………… ０６ 

[付録 2]  令和５年度 大学院学年暦       ………………………… ０７ 

 

 

２．履修計画 
 

2-1. 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） ………………………… １０ 

2-2. 授業科目の概要     ………………………… １０ 

2-3. 講義の形態      ………………………… １１ 

2-4. 出席確認について     ………………………… １１ 

2-5. 研究指導計画書の作成     ………………………… １１ 

2-6. 長期履修制度について     ………………………… １２ 

 

[付録 3]  履修モデル図     ………………………… １２ 

 [付録 4]  授業科目の概要（科目の名称、講義等の内容）  ………………………… １３ 

 [付録 5]  令和５年度 受講希望科目調査票   ………………………… ４５ 

[付録 6]  研究指導計画書および記入例   ………………………… ５３ 

 

 

３．学位申請 
 

3-1. 課程修了による学位授与の申請について（甲号）   ………………………… ６０ 

3-1-1. 申請資格                  ………………………… ６０ 

3-1-2. 受付期間                  ………………………… ６０ 

3-1-3. 申請                    ………………………… ６０ 

3-1-4. 論文の受理                  ………………………… ６０ 



2018.4.1 

3-1-5. 論文審査、最終試験                ………………………… ６０ 

3-2. 早期修了について         ………………………… ６２ 

3-2-1. 申請資格          ………………………… ６２ 

3-2-2. 受付期間          ………………………… ６２ 

3-3. 論文提出による学位授与の申請について（乙号）  ………………………… ６３ 

3-3-1. 申請資格          ………………………… ６３ 

3-3-2. 研究歴           ………………………… ６３ 

3-3-3. 受付期間          ………………………… ６３ 

3-3-4. 申請            ………………………… ６３ 

3-3-5. 論文の受理         ………………………… ６４ 

3-3-6. 論文審査、最終試験     ………………………… ６４ 

3-4. 論文提出による学位授与申請者に対する外国語試験について …………………… ６６ 

3-4-1. 受験資格            ………………………… ６６ 

3-4-2. 出願期間            ………………………… ６６ 

3-4-3. 出願手続            ………………………… ６６ 

3-4-4. 試験科目            ………………………… ６７ 

3-4-5. 合格発表            ………………………… ６７ 

 

 [付録 7]  研究機関の認定及び研究歴の算出基準に関する内規 ………………………… ６８ 

[付録 8]  論文提出による学位授与申請者の外国語試験に関する内規 ………………  ６９ 

[付録 9]  学位論文審査方法等の取扱いに関する申合せ    ………………………… ７１ 



2018.4.1 

１  産業医科大学大学院の概要 
 

 

1-1．教育研究上の目的            …………………………… 04 

1-2．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）        …………………………… 04 

1-3．学位論文審査基準                   …………………………… 04 

1-4．医学専攻の教育課程                  …………………………… 05 

1-5．医学専攻の構成                    …………………………… 05 

 

 

[付録 1]  医学研究科を構成する講座等            …………………………… 06 

[付録 2]  令和５年度 大学院学年暦              …………………………… 07 

 





産業医科大学大学院の概要 １ 

 

４ 
 

1-1．教育研究上の目的 

 

［教育研究上の目的］（大学院医学研究科） 

産業医科大学の目的及び使命に基づき、医学及び看護学その他の医療保健技術に関する学問

についての学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究め、文化の進展並びに労働環境と

健康に関する分野における医学及び看護学その他の医療保健技術に関する学問の進展と社会福

祉の向上に寄与することを目的とします。また、本研究科全体での英語化を進め、国際的に通

用するグローバルな能力を合わせ持った人材を養成します。 

 

［教育研究上の目的］（医学専攻） 

本学の特徴である産業保健マインドを基本にして、本学の持つ産業医学専門家や各診療科の

教員リソースを活用したカリキュラムにより、研究者としても実務者としてもリーダーたる人

材を養成します。すなわち、限られた専門領域のみでなく、予防医学の領域まで熟知した産業

保健マインドに加え、更なる専門領域における高度な能力を持った人材を養成します。 

 

 

1-2．学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

 

 医学専攻では、本研究科の規定する修業年限以上在学し、次に示す高度な学識及び研究能力

を有するとともに、所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けたうえ、博士論文審査

及び最終試験に合格した者に博士（医学）の学位を授与します。 

1  産業医学を含む医学分野の高度で幅広い専門的知識を修得している。 

2  学術的意義、新規性、創造性等を有する研究について、倫理性を備えて企画・推進・実

施できる。 

3  高度な普遍性を持つ研究成果を論理的に説明できる。 

4  実践的な教育の機会や学術発表を通じて、産業医学を含む医学分野における学識を教授

できる。 

5  国際社会に通用するグローバルな能力を有する。 

6  生涯にわたり真理を追究する探究心を持ち、研究分野の発展に寄与・貢献できる。 

 

 

1-3．学位論文審査基準 

 

 産業医科大学大学院医学研究科（医学専攻、産業衛生学専攻、看護学専攻）における学位論

文審査は、産業医科大学大学院学則、産業医科大学学位規程、産業医科大学大学院医学研究科

医学専攻学位審査内規、産業医科大学大学院医学研究科産業衛生学専攻学位審査内規、産業医

科大学大学院医学研究科看護学専攻学位審査内規、並びに、医学研究科各専攻における学位授

与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、博士及び修士の学位論文審査を厳正かつ公正に

以下のとおり行う。 

1 ．学位論文審査体制 

  各専攻審査委員会（主査 1 名、副査 2 名以上）が、学位論文審査基準に基づき、公開審

査会において論文の審査及び最終試験（試問）を行い、論文審査結果の要旨及び最終試験

（試問）結果の要旨を作成する。学位審査の最終的な合否判定は、各専攻委員会、大学院

医学研究科委員会を経て、学長が最終決定を行う。 
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2 ．学位論文審査基準 

1) 博士論文（医学専攻、産業衛生学専攻） 

① 研究目的の新規性、創造性 

  産業医学を含む医学分野または産業衛生学分野の高度で幅広い専門的知識に基づき、

新規性、創造性を有する研究である。 

② 研究方法・倫理観 

  研究計画、研究方法が適切な論証性・倫理性を備えて企画・推進・実施されている。 

③ 結果の提示と考察 

  普遍性を持つ研究成果、考察の展開を論理的に説明でき、結論が合理的に導きださ

れている。また、論文内容の発表と質疑に対する応答が論理的かつ明解である。 

④ 学術的、社会的意義、今後の発展性 

  研究の学術的あるいは社会的位置付けが明示されている。産業医学を含む医学分野

または産業衛生学分野における学識を教授し、研究の発展に寄与・貢献できる。国際

社会に通用する可能性を有する。 

2) 修士論文（産業衛生学専攻、看護学専攻） 

① 研究目的の適切性 

産業衛生学分野または看護学分野の基礎的知識及び専門に関連する知識に基づき、適

切性を有する研究である。 

② 研究方法・倫理観 

  研究計画、研究方法が適切な論証性・倫理性を備えて推進・実施されている。 

③ 結果の提示と考察 

  研究成果、考察が論理的に説明されている。 

④ 学術的、社会的意義 

  研究の学術的あるいは社会的位置付けが明示され、研究の発展に寄与・貢献できる。 

 

 

1-4．医学専攻の教育課程 

 

 医学専攻の修業年限は 4 年を標準として、講座等に所属し指導教授の下で専門的な研究能力

を修得します。学生は所属する講座等が行う専門分野の授業を受けるほか、共通の基盤的な科

目及び産業医学に関連した指定授業科目を履修します。所定の単位を修得し、学位論文を作成

し論文の審査に合格すれば、大学院修了となり博士（医学）の学位を授与されます。 

 

 

1-5．医学専攻の構成 

 

 医学専攻を構成する講座等数は 39 講座あり、それぞれが特論、演習、実習、論文指導を担当

します（「付録 1 医学研究科を構成する講座等」参照）。医学部だけでなく研究所の教員も指

導に携わり、医学における各分野を網羅し、更に専門領域に踏み込むために必要十分な数を満

たしています。専門領域については、臨床系講座に専門医養成講座を設け、演習及び実習を行

います。学生は、所属する講座等が行う特論等は必修となりますが、他の講座等が行っている

関連する領域としての特論等も広く履修することができます。 

 また、社会人の修学に配慮し、昼夜開講制を取り社会人大学院生を受け入れています。授業

は昼間の時間帯以外に、18 時以降の夜間にも開講しており、いずれの時間帯でも履修できます。 
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[付録 1]  医学研究科を構成する講座等 

 

 

 

 
  

看護学専攻

　

医学部 産業生態科学研究所 産業保健学部

【講座】 【研究室】 【講座等】

第 １ 解 剖 学 第 １ 内 科 学 労働衛生工学 職業性腫瘍学
産 業 ・ 地 域

看 護 学
人間情報科学

第 ２ 解 剖 学 第 ２ 内 科 学 人 間 工 学 呼 吸 病 態 学
作 業 環 境
計 測 制 御 学

基 礎 看 護 学

第 １ 生 理 学 第 ３ 内 科 学
産 業 保 健

管 理 学

産 業 保 健

経 営 学

安 全 衛 生

ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ学

成 人 ・ 老 年

看 護 学

第 ２ 生 理 学 呼吸器内科学 環 境 疫 学
産 業 精 神
保 健 学

広 域 ・ 発 達
看 護 学

生 化 学 神 経 内 科 学 職業性中毒学 健康開発科学

分 子 生 物 学 精 神 医 学
作 業 関 連

疾 患 予 防 学

薬 理 学 小 児 科 学
放 射 線 衛 生
管 理 学

第 １ 病 理 学 第 １ 外 科 学
災害産業保健

セ ン タ ー

第 ２ 病 理 学 第 ２ 外 科 学

免 疫 学 ・

寄 生 虫 学
脳神経外科学

医学部

【講座等】

微 生 物 学 整 形 外 科 学 医 学 概 論

衛 生 学 皮 膚 科 学

公 衆 衛 生 学 泌 尿 器 科 学

法 医 学 眼 科 学

耳鼻咽喉科・
頭頸部外科学

産科婦人科学

放 射 線 科 学

麻 酔 科 学

リ ハ ビ リ テー

シ ョ ン 医 学

救 急 医 学

14講座 20講座

大学院医学研究科

医学専攻 産業衛生学専攻

救急・集中治療 
医学 
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[付録 2]  令和５年度 大学院学年暦 

 

 

 





2018.4.1 

２  履修計画 
 

 

2-1．教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） …………………………… 10 

2-2．授業科目の概要                    …………………………… 10 

2-3．講義の形態                      …………………………… 11 

2-4．出席確認について                   …………………………… 11 

2-5．研究指導計画書の作成                 …………………………… 11 

2-6．長期履修制度について                 …………………………… 12 

 

 

[付録 3]  履修モデル図                   …………………………… 12 

[付録 4]  授業科目の概要（科目の名称、講義等の内容）    …………………………… 13 

[付録 5]  令和５年度 受講希望科目調査票          …………… …………… 45 

[付録 6]  研究指導計画書および記入例      ……………  ……………… 53 



２ 履修計画 
 

10 
 

2-1．教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー） 

 

 医学専攻は、学生が希望する研究領域の講座等における徹底した個人指導によって、医学研

究（基礎研究や臨床研究）の基盤的な専門知識と技能、ならびに、研究を企画・遂行できる能

力を修得することができる内容としています。 

 指導には医学部の教員だけでなく産業生態科学研究所の教員も携わり、医学における各分野

を網羅し、さらに、専門領域に踏み込んで研究指導にあたります。 

1  「共通科目」は、医学倫理・研究倫理、研究における利益相反、疫学・統計学基礎、英

語論文作成手法等の基盤的な科目である「産業医学研究基盤コース」、本学の特色である

産業医精神を涵養する「産業医学特論」、各専門領域の知識を概括する「医学研究概論」、

国際的に通用するコミュニケーション能力を身につけるために専門的分野の講義のすべて

を英語で行う「医学英語特別コース」を設置し、必修としています。 

2  「専門領域科目」は、特論、演習、実習及び論文指導の科目で構成し、学生は、自らの

所属する講座等が行う特論等の科目を履修し、加えて他の講座等が行っている関連する領

域の特論等の科目も広く履修できる内容としています。 

3  実践的な教育の機会や学術発表指導により、自らの学識を教授する能力を身につけるこ

とができる内容としています。また、国際社会に通用するグローバルな能力（英語による

コミュニケーション力、プレゼンテーション力、文献読解力ならびに英文作成力）を修得

することを目標としています。 

4  「専門医養成講座」は、専門医に必要となる知識を修得することができる内容としてい

ます。 

5  こうした系統的な教育を行う一方で、がん患者の社会生活面での支援等の能力を有し、

将来的にはがんセンター等の病院のがん診療体制にも参画し、チーム医療を指導しうる人

材を養成する「がん専門医師養成コース（臨床腫瘍医養成コース、放射線腫瘍医養成コー

ス）」を設置し、「がん専門医師養成科目」を開講しています。「がん専門医師養成科目」

の履修により、高度な臨床能力を修得することができます。なお、「がん専門医師養成科

目」はすべての学生が履修することが可能です。 

 

 

2-2．授業科目の概要 

 

医学専攻の授業科目は、共通科目と専門領域科目から構成されています。（付録 3、付録 4 を

参照） 

◎ 共通科目 

  医学専攻の各専門領域に共通する大学院博士課程として必要な高度な専門的知識を修得 

するために設定しています。オンラインで開講し、1 年次での履修をすすめています。講 

義日程が変更された場合は、e- ラーニングの掲示板にてお知らせします。 

◎ 専門領域科目 

  各講座等に特色のある、特論（45 コマ）、演習（45 コマ）、実習（90 コマ）、論文指 

導（適宜）を設定しています。1 年～ 4 年次の間で開講されますので、所属の研究指導教 

授と相談の上、受講してください。がん専門医師養成コースの履修者は、がん専門医師養 

成科目も受講してください。 
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2-3．講義の形態 

 

◎ 共通科目（学内の講師（教員）による大学院講義） 

社会人大学院生にも配慮し、６限（18：00～19：30）にオンライン（ZOOM を使用）で実

施します。講義資料は、本学ホームページからダウンロードできます。（トップページ→在

学生→大学院→産業医科大学 e-ラーニング） 

講義日等の変更があった場合も、同様にホームページの e-ラーニングの掲示板および学

内掲示板でお知らせします。 

  

◎ 専門領域科目 

各自の履修選択科目の担当教員と調整のうえ、受講してください。 

 

◎ 非常勤講師等による大学院講義 

人的交流も兼ねて対面での実施を推奨していますが、場合により対面とＷＥＢのハイブリ

ッド、等の方法で実施します。詳細については、主催者からの案内等を参照してください。 

 

 

2-4．出席確認について 

 

オンライン講義での出席確認は、Google フォーム及び ZOOM への入退室時刻で行います。 

◎ Google フォームによる確認方法は、オンライン講義中に担当教員が QR コードを提示しま 

すので、受講者はそれを読取り、必要事項（学生番号、氏名等）を記入のうえ、送信して

ください。QR コードが提示されてから 10 分以内の回答を出席として取扱います。 

◎ ZOOM へのログインの際は、「学生番号、名前」でログインしてください。受講者の入室

時刻及び退室時刻を教務課で確認します。講義開始後 10 分を経過しての入室は出席として

認めません。 

 

講義及び演習については 3 分の 2 以上、実習については 4 分の 3 以上の出席により、履修

の評価を受けることができます。 

 

 

2-5．研究指導計画書の作成 

 

 標準修業年限内（4 年間）での修了を目指すため、カリキュラム・ポリシーに沿って、毎年

度「研究指導計画書（実施経過・実績報告書）」（4 月 1 日現在）を作成し、指導教授と内容

を確認のうえ、専攻委員長の定める期日までに必ず提出してください。その際、毎年度ごとに

マイルストーンを設定して研究計画を構築すると共に、年度ごとの研究の進捗状況を記載し、

場合によっては研究指導計画（年次目標、研究課題、内容など）の修正等を、指導教授と十分

に相談のうえ、記載してください。 

 研究指導計画書の作成にあたっては、留意事項をよく読み、研究指導計画どおりに研究が進

んでいるか（進めることができるか）、研究計画や研究内容に問題はないか（研究成果は着実

に出ているか）等、指導教授から確実に指導を受けてください。（付録 6 を参照） 
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2-6．長期履修制度について 

 

 長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限で修了することが困難

と認められる者について、長期履修学生として標準修業年限を超えて計画的に履修することを

可能とする制度です。申請にあたっては、長期履修期間中の履修や研究方法等について、あら

かじめ指導教員と十分に相談してください。申請期限は、３年次の 12 月末日です。 

 

 

 

 

 

 

 

[付録 3]  履修モデル図 
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3-1．課程修了による学位授与の申請について（甲号） 

 

3-1-1．申請資格 

課程修了による学位授与申請者（甲号申請者）は、次のいずれかに該当する資格を有してい

る必要があります。 

1 大学院に３年６月以上在学し、４年終了までに 36 単位以上を修得、又は修得する見込み

があること。 

2 大学院に４年以上在学して 36 単位以上を修得し、引き続き在学中であること。 

 

3-1-2．受付期間 

 最終学年の 6 月１日から 11 月 30 日までとします。 

在学延長者は随時受付します。 

 

3-1-3．申請 

 甲号申請者は、次ページに記載している「学位申請の手続き等（甲）」に記載された書類を

担当指導教授を経て、申請期間内に教務課へ提出してください。 

 申請書類はすべて本学のホームページに掲載していますので、申請時にダウンロードして使

用してください。「学位申請の手続き等（甲）」の注意事項をよく読んで記載してください。 

 

 

トップページ >教職員専用イントラサイト > 学内様式集 > 大学院 

https://intra.pub.uoeh-u.ac.jp/intra/yosiki/daigakuin.html 

 

 申請の際には、学位申請書類の他に、以下のものを教務課へ提出してください。 

 ・論文要旨（様式第２号）、論文目録（様式第３号）のファイル 

  学位論文の pdf ファイル      …以上３点は、メールに添付して提出 

・履修手帳 

・研究指導計画書 

 

3-1-4．論文の受理 

 学位授与申請は月末にとりまとめ、翌月の医学専攻主任会議、医学専攻委員会を経て受理し

ます。 

 論文の審査は、専攻委員会に設けられた学位論文審査委員会（審査委員会）において行い、

審査委員会は通常３名の審査委員をもって組織されます。審査委員の互選により１名を主査、

他を副査とします。学位論文公開審査会（審査会）の開催日時、場所等については開催２週間

前までに公示します。 

 

3-1-5．論文審査、最終試験 

 審査会は公開し、研究発表は１人当たり 15 分程度とします。 

審査会の司会は主査が行いますので、発言は司会者の指示に従ってください。 

審査会では、甲号申請者に対して論文の審査のほか、最終試験を行います。最終試験は、論

文に関連のある分野について口頭又は筆記により行います。 

審査結果は医学専攻主任会議、医学専攻委員会を経て最終決定されます。「合格」と認定さ

れた者については、学位記授与式において学位記を授与します。 
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学位申請の手続き等（甲） 

申請書類 部数 注意事項 

学位申請書 
 様式第１号（甲） 

1 部 申請日（右上の日付）は記入しないこと。 
事務的な確認後に記入となる。 

学位論文（別刷） 5 部 

 (＊) 

①権威ある内外の学術誌に公表されたもの。 
②共著論文の場合は、筆頭著者であること。 
③掲載受理証明書があれば、原稿でも可。 
④論文審査合格後、国会図書館、本学図書館及び大学院 

保管用として別途別刷りを 3 部（計 8 部）提出すること。 

論文要旨 
 様式第２号 

5 部 

 (＊) 

①日本語、横書きで作成すること。 
②指導教授と十分打ち合わせること。 
③研究の目的、方法、結果、考察、結論の順に記入のこと。 
④日本語でＡ４用紙１枚（1500 字程度）にまとめて記入する 

こと。 
⑤題名が欧文の場合（ ）書で和訳を付すこと。 

論文目録 
 様式第３号 

5 部 

 (＊) 

①欧文の場合（ ）書で和訳を付すこと。 
②共著の場合、著者名は全員記載すること。共著者名等の 

スペル誤りが多いので注意すること。 

書式は変更しないこと。 

③参考論文は必ず１編以上記載すること。 
④学位論文及び参考論文の著者名は省略しないこと。 

また、自身の名前に下線を引くこと。 

参考論文（別刷）  各 5 部 

 (＊) 

①学位論文の内容を補足するため、自己の研究成果を表明 

できるもの。 
②参考論文は１編以上で、論文目録に記載したものの別刷は 

全て提出すること。 

③別刷がなければ、コピー可。 

④筆頭著者でなくてもよい。 

履歴書 
 様式第４号 

1 通 
大学入学から記載。本学の産業医学修練医（前期課程）、
産業医学修練医（後期課程）の名称には注意すること。 
出向・派遣歴も記載すること。 

単位修得証明書 又は 

単位修得見込証明書 1 通 教務課 大学院係に交付申請すること。 

承諾書 
（共著論文の場合） 
 様式第５号 

各1通 
共著者の分担部分について簡潔に記載してもらうこと。 
共著者の住所は勤務先住所ではなく、現住所を記載しても

らうこと。 

報告書 
（共著論文の場合） 
 様式第６号 

1 通 
申請者が学位論文につき、自己の担当部分について、記入

すること。学位論文作成の中心的役割を果たしたことを詳

細に記入のこと。 

掲載受理証明書 
（未公表論文の場合） 1 通 学位論文が未公表の場合のみ必要。（コピー可） 

学位論文に関する 

宣誓書 
 様式第７号 

1 通 
 

＊（委託の場合は６部） 
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3-2．早期修了について 

 

「3-1．課程修了による学位授与の申請について（甲号）」の「申請資格」に関わらず、学業

成績が優秀で優れた研究業績をあげた者については、早期修了申請することが可能です（※）。 

※詳細については、教務課へご相談ください。 

 

3-2-1．申請資格 

大学院に 2 年 6 月以上在学し、3 年終了までに 36 単位を修得し、又は修得する見込みがあ

ること。 

 

3-2-2．受付期間 

３年次の 10 月１日から 11 月 30 日までとします。 
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3-3．論文提出による学位授与の申請について（乙号） 

 

3-3-1．申請資格 

論文提出による学位申請者（乙号申請者）は、本学が行う外国語試験に合格していなければ

なりません。ただし、本学大学院に所定の期間在学し、所定の単位を修得したのみで退学した

者（単位修得後退学者）が、退学後 2 年以内に学位の申請をしようとするときは、外国語試験

を免除することができます。 

また、乙号申請者は次のいずれかに該当する資格を有している必要があります。 

1 大学において医学又は歯学の課程を修了した者で、基礎医学においては 5 年以上、臨床医  

学においては 6 年以上の研究歴を有するもの 

2 前号の学部以外の卒業者又は大学卒業者と同等以上の学力を有すると認められる者で、7 

年以上の研究歴を有するもの 

3 大学院に 4 年以上在学し所定の単位を修得したのみで課程を修了することなく退学した者 

 

3-3-2．研究歴 

「申請資格」に定めている研究歴は次に該当する期間をいいます。 

1 大学の専任職員として研究に従事した期間 

 2 大学院に在学した期間 

 3 大学の研究生等として研究に従事した期間 

 4 大学の附属病院等において産業医学修練医等として研究に従事した期間 

 5 研究科委員会が認める権威ある病院及び研究所その他の研究施設において専任職員と

して研究に従事した期間 

 6 本学のキャリア形成プログラムの契約締結期間 

 7 研究科委員会が前各号と同等以上と認める機関において研究に従事した期間 

 

3-3-3．受付期間 

 乙号申請者は、随時申請することができます。 

 

3-3-4．申請 

 乙号申請者は、以下の書類を学位論文に推薦する本学大学院の指導教授を経て、教務課へ提 

出してください。 

 申請書類はすべて本学のホームページに掲載していますので、申請時にダウンロードして使

用してください。 

 

トップページ >教職員専用イントラサイト > 学内様式集 > 大学院 

https://intra.pub.uoeh-u.ac.jp/intra/yosiki/daigakuin.html 

 

次ページに記載している「学位申請の手続き等（乙）」をよく読んで記載してください。 

 

 

 

 

 

 



学位申請 ３ 

 

64 
 

 

3-3-5．論文の受理 

 甲号と同様です。 

 

3-3-6．論文審査、最終試験 

 審査会は公開し、研究発表は１人当たり 15 分程度とします。 

審査会の司会は主査が行いますので、発言は司会者の指示に従ってください。 

審査会では、甲号申請者に対して論文の審査のほか、課程修了者と同等以上の学力を有する

ことを確認するための試問を行います。試問は、外国語、専門分野全般及び論文に関連のある

分野について口頭又は筆記により行います。 

審査結果は医学専攻主任会議、医学専攻委員会を経て最終決定されます。「合格」と認定さ

れた者については、学位記授与式において学位記を授与します。 

 

 

学位申請の手続き等（乙） 

申請書類 部数 注意事項 

学位申請書 
 様式第１号（乙） 

1 部 申請日（右上の日付）は記入しないこと。 
事務的な確認後に記入となる。 

学位論文（別刷） 5 部 

①権威ある内外の学術誌に公表されたもの。 
②共著論文の場合は、筆頭著者であること。 
③掲載受理証明書があれば、原稿でも可。 
④論文審査合格後、国会図書館、本学図書館及び大学院保管

用として  別途別刷りを３部（計８部）提出すること。 

論文要旨 
 様式第２号 

5 部 

①日本語、横書きで作成すること。 
②指導教授と十分打ち合わせること。 
③研究の目的、方法、結果、考察、結論の順に記入のこと。 
④日本語でＡ４用紙１枚 1500 字程度にまとめて記入すること。 
⑤題名が欧文の場合（ ）書で和訳を付すこと。 

論文目録 
 様式第３号 

5 部 

①題名が欧文の場合（ ）書で和訳を付すこと。 
②共著の場合、著者名は全員記載すること。共著者名等のス 

ペル誤りが多いので注意すること。書式は変更しないこと。 

③参考論文は必ず１編以上記載すること。 
④学位論文及び参考論文の著者名は省略しないこと。 

また、自身の名前に下線を引くこと。 

参考論文（別刷） 各 5 部 

①学位論文の内容を補足するため、自己の研究成果を表明 

できるもの。 
②参考論文は１編以上で、論文目録に記載したものの別刷は 

全て提出すること。 

③別刷がなければ、コピー可。 

④筆頭著者でなくてもよい。 

履歴書 
 様式第４号 

1 通 
大学入学から記載。本学の産業医学修練医（前期課程）、産業

医学修練医（後期課程）の名称には注意すること。出向・派

遣歴も記載すること。 

承諾書 
 様式第５号 

（共著論文の場合） 
各 1 通 

共著者の分担部分について簡潔に記載してもらうこと。共著

者の住所は勤務先住所ではなく、現住所を記載してもらうこ

と。 
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報告書 
 様式第６号 

（共著論文の場合） 
1 通 

申請者が学位論文につき、自己の担当部分について、記入す

ること。学位論文作成の中心的役割を果たしたことを詳細に

記入のこと。 

掲載受理証明書 1 通 学位論文が未公表の場合のみ必要。（コピー可） 

推薦書 
 様式第８号 

1 通  

外国語試験合格証明書 1 通  

研究歴証明書 各 1 通 研究機関の研究従事証明書。本学において教員等勤務のある

方は、人事課の発行する在職期間証明書で可。 

卒業証明書又は卒業証

書の写し 
1 通  

論文審査手数料領収書

の写し 1 通 学位論文が受理されてから振込用紙を所属講座経由で送付す

る。申請時には必要なし。 

医師免許証の写し 

（医師のみ） 
1 通  

住民票記載事項証明書 
1 通  

学位論文に関する宣誓

書 

 

１通  
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3-4．論文提出による学位授与申請者に対する外国語試験について 

 

3-4-1．受験資格 

学位論文を推薦する本学大学院の指導教授が試験合格後３年以内に学位論文の提出が可能で

あると認めた者。 

 

3-4-2．出願期間 

 毎年計２回実施しています。第１回、第２回ともに大学院入学者選抜と同日に実施しますの

で、ホームページ等をご確認ください。外国人志願者は、事前に教務課 大学院係にお問合せく

ださい。 

 

3-4-3．出願手続 

以下の①～④の出願書類を教務課へ提出してください。募集要項・出願書類等は教務課にあ

りますので、窓口にて受付をしてから受取ってください。 

① 外国語試験受験願・受験票及び受験写真票 

氏名、生年月日等を記入し、それぞれに写真（縦４㎝×横３cm）をはがれないように 

貼付してください。また、外国語試験受験願には、本学の指導教授（医学専攻）の署名・ 

押印が必要です。 

 ＊受験願の「学歴及び職歴」欄については、研究歴証明書・在職期間証明書等を参照 

のうえ、正確かつ詳細に記載してください。 

 

 「学歴及び職歴」の欄の記入例 

学歴及び職歴（学歴は、大学(学部)卒から記入） 

年 月 日 事    項 

   学   歴 

平成 15 年 3 月 日 産業医科大学 医学部 医学科 卒業 

  

   職   歴 

平成 15 年 6 月 1 日 産業医科大学 産業医学修練医（臨床研修医）（○○科）に採用 

平成 17 年 6 月 1 日 同 上    産業医学修練医（専門修練医）（○○科）に採用 

平成 21 年 6 月 1 日 □□□□□（株）産業医に採用 

   現在に至る 

  

   出向・派遣歴 

 ◇◇◇病院出向（平成○年○月○日～平成○年○月○日） 

 △△△病院派遣（平成○年○月○日～平成○年○月○日）  

  

   非常勤助教歴 

 産業医科大学 ○○学 非常勤助教（平成○年○月○日～現在に至る） 
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② 連絡受信先（志願者住所、氏名を記入）及び受験票返送用切手（３４４円分） 

受信先が学内の場合は、所属講座等の名称を記入してください。この場合、切手は不 

要です。 

③ 外国語試験料 ３０,０００円 

試験料は、下記銀行口座へ振り込みのうえ、振込書控（写し可）を外国語試験受験願 

裏面の貼付欄に貼付してください。 

一度振り込まれた試験料は、いかなる理由があっても返還しません。 

④ 研究歴証明書 １枚 

本学卒業生は、人事課が発行する在職期間証明書もあわせてご提出ください。 

 

3-4-4．試験科目 

英語の筆記試験。（外国人受験者は、簡単な日本語試験も行います。） 

辞書の持込みは可とします。（電子辞書・ウェアラブル端末等の電子機器類の持込みは不可） 

 

3-4-5．合格発表 

合格者には、外国語試験合格証明書を送付します。この合格通知書は、学位申請（乙号）の

際の提出書類となりますので、大切に保管してください。合格から３年間有効です。 

不合格者にはその旨通知します。 
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[付録 7] 研究機関の認定及び研究歴の算出基準に関する内規 

 

昭和 62 年７月 29 日研究科委員会内規第４号 

改正 

昭和 63 年３月 24 日 

平成９年７月９日 

平成 19 年３月 30 日 

平成 27 年３月 30 日 

令和５年２月 24 日 

（目的） 

第１条 この内規は、産業医科大学学位規程（昭和 60 年規程第 12 号）第 19 条の規定に基づき、

学長が認める権威ある病院及び研究所その他の研究施設並びに研究歴の算出基準等について

定めることを目的とする。 

（研究施設） 

第２条 学長が認める権威ある病院及び研究所その他の研究施設とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

(１) 文部科学省所轄の研究機関 

(２) 国立大学法人の附置研究所 

(３) 厚生労働省所轄の研究所 

(４) 厚生労働省附属機関研究所 

(５) 厚生労働省が所管する独立行政法人の病院 

(６) 厚生労働大臣の指定する臨床研修指定病院 

(７) 外国の医科大学及びその附属研究所 

(８) 外国政府直轄の研究機関 

（研究機関の認定） 

第３条 前条に規定する研究施設以外の機関等については、研究科委員会が申請ごとに当該機

関の研究及び診療水準並びに学位授与申請者の業績を審査し、学長が認定するものとする。 

（研究歴） 

第４条 研究歴の算出については、次の各号に掲げる基準に基づき、研究科委員会が学位授与

申請者の経歴及び業績を審査し、学長が認定するものとする。 

(１) 大学の専任職員（産業医学修練医等を含む。）として研究に従事した期間及び本学か  

ら他の病院等に出向又は派遣されて研究に従事した期間はその全期間を研究歴とする。 

(２) 大学院に在学した期間は、その全期間を研究歴とする。 

(３) 大学の研究生等として研究に従事した期間は、その全期間を研究歴とする。ただし、  

研究態様が常態的でない研究生等については、その２分の１を研究歴とする。 

(４) 第２条に規定する研究科委員会が認める権威ある病院及び研究所その他の研究施設に

おいて専任職員として研究に従事した期間は、その全期間を研究歴とする。 

(５) 前条に規定する研究科委員会が同等以上と認める機関において専任職員として研究に

従事した期間は、その全期間を研究歴とする。 

(６) 本学のキャリア形成プログラム契約の締結者については、その全期間を研究歴とする。 

(７) 第１号、第４号及び第５号に規定する施設以外の施設の専任職員であって、本学の非 

常勤助教として委嘱された者については、その委嘱期間の３分の２を研究歴とする。 

２ 前項各号のいずれにも該当しない場合において、学位授与申請者のうち、顕著な研究業績

を挙げたと認められる期間があるときは、学長は研究科委員会の意見を聴いたうえで、その

期間の２分の１を限度として研究歴とすることができる。 

（研究歴の算出基準） 

第５条 研究歴が基礎医学及び臨床医学の双方にわたるものがあるときは、次に掲げる基準に

基づき、研究歴を算出するものとする。 

(１) 基礎医学で申請する場合 基礎医学の研究歴＋臨床医学の研究歴×６分の５ 

(２) 臨床医学で申請する場合 臨床医学の研究歴＋基礎医学の研究歴×５分の６ 
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[付録 8]  論文提出による学位授与申請者の外国語試験に関する内規 

昭和 62 年７月 29 日研究科委員会内規第５号 

改正 

平成３年４月１日 

平成９年７月９日 

平成27年３月30日 

 

（目的） 

第１条 この内規は、産業医科大学学位規程（昭和60年規程第12号）第19条の規定に基づ

き、論文提出による学位授与申請者に係る外国語試験（以下「試験」という。）の実施

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（実施方法等の決定） 

第２条 試験は、10月及び２月の年２回実施することとし、実施方法、日時、出願期間等

については、研究科委員会の意見を聴いたうえで、学長が定める。 

２ 試験の実施方法、日時、出願期間等については、試験実施の２月前に公示する。 

（試験実施の付託） 

第３条 研究科委員会は、試験の実施を主任会議に付託するものとする。 

（主任会議の業務） 

第４条 前条により試験実施の付託を受けた主任会議は、試験の実施に関し、次の各号に

掲げる業務を行う。 

(１) 試験問題の作成に関する事項 

(２) 試験の実施に関する事項 

(３) 合格者の選考に関する事項 

(４) その他試験の実施に関する必要な事項 

（試験科目） 

第５条 試験科目（以下「科目」という。）は、英語とする。ただし、外国人で日本語の

能力を判定する必要があると認められたものについては、初歩的な日本語の試験を課す

ものとする。 

２ 試験は、筆記により行うものとする。ただし、前項ただし書の日本語については、口

頭により行うものとする。 

（受験資格） 

第６条 試験は、学位論文を推薦する本学大学院の指導教授（以下「指導教授」という。）

が試験合格後３年以内に学位論文の提出が可能であると認めた者のみ受験することがで

きる。 

（出願） 

第７条 学位授与申請者は、指導教授の承認を得たうえで、外国語試験受験願（様式第１

号）を、学長に提出しなければならない。 

（試験結果の報告） 

第８条 主任会議は、試験の結果を研究科委員会に報告しなければならない。 

（合否の判定） 

第９条 試験の合否の判定は、前条の結果報告に基づき、研究科委員会の意見を聴いたう

えで、学長が決するものとする。 

２ 前項の判定は、各科目ごとに行い、100点法により60点以上を合格とする。 

（合格判定の有効期間） 



学位申請 ３ 

 

70 
 

第10条 前条により合格した科目の判定は、合格発表の日から３年間有効とする。 

 

（合格証明書） 

第11条 合格した科目には、外国語試験合格証明書（様式第２号）を交付する。 

（その他） 

第12条 この内規に定めるもののほか、試験に関し必要な事項は、研究科委員会の意見を

聴いたうえで、学長が定める。 

附 則 

この内規は、昭和62年８月１日から施行する。 

附 則（平成３年４月１日） 

この内規は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年７月９日） 

この内規は、平成９年８月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日） 

この内規は、平成27年４月１日から施行する。 
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[付録 9]  学位論文審査方法等の取扱いに関する申合せ 

 

昭和 63 年 7 月 13 日研究科委員会申合せ第 8 号 

１ 学生が、申請期限を過ぎて学位の授与を申請し、学年末を越えて審査に合格した場合の 

取扱いについて 

(１) 学生が、やむをえない事由により申請期限を過ぎて学位の授与を申請し、学年末まで 

に審査が終了しなかった者は、次学期以降も引き続き在学し、その後、審査に合格した 

者の学位授与の日付は、審査に合格した日以降とし、学長が定める。 

(２) 指導教授は、申請期限に間に合うよう学位論文の作成等を指導しなければならない。 

２ （削除） 

３ 論文提出による学位授与申請者に対する外国語試験の問題について 

  論文提出による学位授与申請者に対する外国語試験は、大学院入学試験の問題と同一の問 

題により実施するものとする。 

４ 学生の指導教授が学位授与申請時に欠員となっている場合の指導教授選任について 

学生の指導教授が学位授与申請時に欠員となっている場合の指導教授選任については、次 

によるものとする。 

イ 当該学生が研究指導の委託により、実際に委託先の指導教授の下で研究指導を受けて 

いる場合は、その委託先の指導教授を当該学生の指導教授とする。 

ロ 当該学生が研究指導等の委託により実際に委託先の指導教授の下で研究指導を受けて 

いない場合は、当該学生の指導教授を旧同一専攻系の中から主任会議で選考のうえ、医 

学専攻委員会に報告し、その儀を経た後、研究科委員会に報告しなければならない。学 

長は、研究科委員会の意見を聴いたうえで、指導教授を選任する。 

５ 論文提出による学位授与申請者の指導教授選任の取扱いについて 

  論文提出による学位授与申請者の論文を推薦する医学専攻の指導教授が欠員その他の理由 

でいない場合は、当該申請者の学位論文を推薦する指導教授を主任会議で選考のうえ、医学 

専攻委員会に報告し、その儀を経た後、研究科委員会に報告しなければならない。学長は、 

研究科委員会の意見を聴いたうえで、指導教授を選任する。 

６ 在学延長者の学位授与日に関する取扱いについて 

  在学延長者の学位授与の日付は、原則として論文審査に合格した日以降とし、学長が定め 

 るものとするが、論文提出の時期により次のとおり取り扱うことができるものとする。 

(１) 在学延長者が５月 31 日までに論文を提出し、９月の審査に合格した場合は、その者の 

学位授与の日付は当該年度９月開催の学位記授与式の日とする。 

(２) 在学延長者が 11 月 30 日までに論文を提出し、３月の審査に合格した場合は、その者 

の学位授与の日付は当該年度の３月開催の学位記授与式の日とする。 

７ 論文審査について医学専攻委員会において重大な問題が提起されたときの取扱について 

論文審査について医学専攻委員会において重大な問題が提起されたときは、主任会議に諮 

問するものとする。 

８ 学位論文及び最終試験又は試問の合否判定における議長の投票の取扱いについて 

  学位論文及び最終試験又は試問の合否判定においては、議長は投票しないこととする。 

 ただし、投票数が合格及び不合格とも同数の場合には議長の決定投票により決するものと 

する。 

９ 学位論文及び最終試験又は試問の合否判定における白票の取扱いについて 

学位論文及び最終試験又は試問の合否判定における白票は、有効投票とする。 

10 論文提出による学位授与申請者が提出する学位論文の体裁について 

論文提出による学位授与申請者が提出する学位論文は、未公表の場合は、校正刷とする。 
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11 （削除） 

12 事前審査について 

(１) 研究科委員会は産業医科大学学位規程第７条に規定する学位論文の審査に際し、次の 

各号のいずれかに該当する場合は、事前審査会（以下「審査会」という。）において事 

前審査を行う。 

① 当該学位論文の掲載雑誌のインパクトファクターが 2.0（社会医学系は 1.0）未満の 

場合（ただし、日本医学会分科会の欧文の機関誌は除く。） 

② 当該学位論文が発刊後４年を超える場合 

(２) インパクトファクターは、直近の２年を対象とし、２年とも上記の基準に満たない場 

合に事前審査を行う。 

(３) 審査会は、主任会議委員で構成する。 

(４) 審査会に議長を置き、医学専攻委員長をもって充てる。 

(５) 審査方法は次のとおりとする。 

① 審査会委員へ事前に学位論文を配付する。 

② 各委員は、論文内容を吟味のうえ、当該審査会において意見を述べる。 

③ 基本的には、全員の意見をまとめていくことが望ましいが、意見が分かれる場合は、 

議長を除く審査会委員の投票で決定することとし、3 分の 2 以上の賛成で学位論文審査 

委員会の審査に付することとする。 

④ 審査会の委員が関与する学位論文については、当該委員は審査会への出席は不可と 

する。 

(６) 上記の基準にかかわらず、医学専攻委員長が必要と判断した場合は、事前審査会に諮 

問することができる。 

13 早期修了者にかかる学位授与審査基準について 

  産業医科大学学位授与審査内規第２条第２項により学位を得ようとする場合は、当該申請 

者の学位論文がインパクトファクター5.0 以上の学術誌に掲載される場合に限るものとする。 

 

附 則 

この申合せは、昭和 62 年 10 月 14 日から施行する。 

附 則 

この申合せは、昭和 63 年７月 13 日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成３年２月 13 日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成４年４月１日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成５年７月 14 日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成９年８月１日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則 

この申合せは、平成 25 年７月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年 10 月９日） 

この申合せは、平成 25 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年１月 25 日） 
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この申合せは、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年１月 24 日） 

１ この申合せは、平成 30 年４月１日から施行する。 

２ この申合せの施行日以前に単位修得後退学した者については、この申合せによる改正後の 

学位論文審査方法等の取扱いに関する申合せの規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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